
小田原市行政改革推進委員会について 

 

１ 委員会の設置目的 

   本委員会は小田原市附属機関設置条例（第２条）の規定に基づき設置されており、「行政運

営の改革の推進に関する事項につき、市長の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、及

び必要と認める事項について意見を具申すること。」を目的としている。 

 

２ 委員会の組織及び運営等 

（１）委員対象者 学識経験を有する者、その他市長が必要と認める者 

（２）委員任期  委員会に諮問された事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるも

のとする。 

（３）委員長及び副委員長の選任 各１人を置き、委員の互選により定める。 

（４）会議の開催 定足数は委員の１/２以上の出席とし、出席委員の過半数をもって議決する。 

 

３ 委員の身分 

   地方公務員法（第３条第３項第２号）により、委員会の委員は小田原市附属機関設置条例に

より設けられた委員会の構成員で非常勤特別職に属する地方公務員である。 

 

４ 開催日程（予定） 

  令和７年 ７月 31日（木） 第１回 諮問、小田原市行政改革実行計画の見直しに向けて  

       10月     第２回 小田原市行政改革実行計画の骨子案について 

           12月       第３回 小田原市行政改革実行計画の素案について 

       （12月中旬から計画素案についてパブリックコメントを実施予定） 

 

  令和８年 ２月    第４回 パブリックコメントの報告、小田原市行政改革実行計 

画案について 

       ３月      答申 ※委員長、副委員長のみ 
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